
 

 

一頁 

○
総
務
省
告
示
第
二
百
四
号 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
一
条
第
十
一
項
第
一
号
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施

行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
二
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
関
係
事
業
者
を
次
の

よ
う
に
指
定
す
る
。 

な
お
、
令
和
二
年
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
号
（
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
関

係
事
業
者
の
指
定
に
関
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
七
日 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

 

一 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社
に
係
る
特
定
関
係
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
と
す
る
。 

 

１ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社 

 

２ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

 

３ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 

二 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
株
式
会
社
に
係
る
特
定
関
係
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
と
す
る
。 

 

１ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社 

 

２ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

 

３ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 


